
平成 30 年 4 月 27 日 

 
会  員  各  位 

 
 

一般社団法人 愛知県建設業協会 
専務理事 大 西 克 義 

 
 

家電リサイクルに関する資料について 

 
 

標記につきまして、このたび、経済産業省商務情報政策局情報産業課リサイク 

 
ル室及び環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室から愛知県環境 

 
部長を通じまして、別紙のとおり引越し業者・引越しをする消費者・解体工事業 

 
者・解体工事発注者・家電４品目を使用している事業者に対して、正しい家電リ 

 
サイクルを行うよう周知依頼がありましたので、お知らせいたします。 

  
 

 以  上 



 

３０循環第１９２号 

平成３０年４月２５日 

 

一般社団法人 愛知県建設業協会会長 様 

 

愛 知 県 環 境 部 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

家電リサイクルに関する資料について（通知） 

 

 このことについて、平成 30 年４月 18 日付けで、経済産業省商務情報政策局情報産

業課環境リサイクル室及び環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室から

別添のとおり事務連絡がありました。 

 つきましては、貴団体の各会員への周知について御配慮くださるようお願いいたし

ます。 

 

担 当 資源循環推進課 

産業廃棄物グループ 

一般廃棄物グループ 

廃棄物監視指導室指導グループ 

廃棄物監視指導室監視グループ 

電 話 052-954-6235（産業廃棄物グループ） 

     052-954-6234（一般廃棄物グループ） 

     052-954-6237（廃棄物監視指導室指導グループ） 

     052-954-6238（廃棄物監視指導室監視グループ） 

ﾌ ｧ ｯ ｸ ｽ  052-953-7776 

電 子 ﾒ ｰ ﾙ junkan@pref.aichi.lg.jp 



事 務 連 絡  

平成 30 年４月 18 日  

 

各都道府県産業廃棄物担当課長 殿 

 

 

経済産業省商務情報政策局情報産業課環境リサイクル室  

環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室  

 

 

 

家電リサイクルに関する資料について（周知） 

 

 

 平素より特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）に係る施策に御理解・御協力をいただ

き、ありがとうございます。 

 この度、産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイ

クルワーキンググループ／中央環境審議会循環型社会部会家電リサイクル制度評価検討小委員会

合同会合が平成 26 年 10 月に取りまとめた「家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する

報告書」や、同合同会合における審議等を踏まえ、別添資料を作成いたしました。 

 貴都道府県における廃棄物処理行政及びリサイクル行政の参考にしていただくほか、関係部局を

通じて引越業者・引っ越しをする消費者・解体工事業者・解体工事発注者・家電４品目を使用して

いる事業者に対して周知を行っていただくよう、お願いいたします。 

 また、管内市区町村に対して周知をお願いいたします。 

 

別添資料一覧 

・引越業者向け資料（チラシ） 

・引っ越しをする消費者向け資料（チラシ） 

・解体工事業者向け資料（チラシ） 

・解体工事発注者向け資料（一般廃棄物版）（チラシ） 

・解体工事発注者向け資料（産業廃棄物版）（チラシ） 

・家電４品目を使用している事業者向け資料（チラシ） 

 

 

【連絡先】 

経済産業省商務情報政策局情報産業課環境リサイクル室 

担当：鈴木、岡山 

03-3501-6944 

kaden-recycle@meti.go.jp 

環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室 

担当：中根、高橋 

03-5501-3153 

hairi-recycle@env.go.jp 




















